
令和 2年度

令和3年 1月撃|

事 業 報 告 書

日から令和 3年 3月 31日 まで

壁定菱賞1lEttLiヒ△亜込」変≧丞ユニと豊 菫型≧全L塁

(事業費の総費用 【 】千円)

(事業費の総費用 【    】千円)

1 事業の成果

令和 3年 4月 1日 事業開始のため令和 2年度事業は、活動していない

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業

(2)その他の事業

定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受盃
対象者
範囲

覚盃
対象者
人数

事業費
(千円)

疋歌 に記載
された
事業名

事業内容 同時 場所
従事者
人数

事業費
(千円)



書式第 13号 (法第 28条関係)

2年度 活動計算書 (その他事業が∠墨生場合)
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書式第 15号 (法第 28条関係 )

2年度 貸借対照表
南大塚おひさまひろば
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書式第 17号 (法第 28条関係)

2年度 財産目録
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書式第 18号 (法第 28条関係)

令和2年度 年間役員名簿
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1月 0日 から令和3年3月 31日 まで令和3

2 役員一覧

1 確認事項 (法第 20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )

口各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係 )

役 名
(どちらかに

○)

(フ リガナ)

住 所 又 は 居 所
前事業年度内の

就任期間
報酬を受けた期間

(該 当者のみに記入)
氏   名
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書式第 18号 (法第 28条関係)

役 名
(ど ちらかに

O)

(フ リガナ)

住 所 又 は 居 所
前事業年度内の

就任期間
報酬を受けた期間
(該当者のみに記入)

氏   名
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書式第4号 (法第 10条・第 28条関係)

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

令和3年3月 31日 現在

特定非営利活動法人南大塚おひさまひろば

氏   名 住 所 又 は 居 所

1 竹野康二

2 荒砥 悦子

3 大家 清治

4
吉野元也

5 菅谷 哲史

6 牧原 英男

7 秋田 和江

8 鈴木 紘一

9 吉田 篤子

10 荒川 和枝

11 村瀬 ケイ子

12 本間 富美也

13 奥平 雅智

14 志村 三千子

15 羽田 則子

16 古田 佳子


